
被保険者の皆様へ 

検認 事前準備のご案内 

 

健康保険組合では年 1 回、被扶養者が扶養要件を満たしているかの確認（=検認）を実施します。 

直前は準備が大変になるため、必要書類は早めにそろえて保管してください。 

 

検認実施: 例年 9 月 

通達発信: 例年 8 月頃 

 

＜検認とは＞ 

被扶養者が扶養要件を満たしているかを確認する手続きです。 

（主な提出書類の例） 

・収入証明書 

・月収のわかる書類（給与明細書など） 

・別居の場合の生活費等を負担していることがわかる書類 

要件を満たしていない場合や、書類の提出が無い場合は扶養を外す手続きが必要になります。 

 

＜対象となる方＞ 

４月１日時点で 19 歳以上の被扶養者 

（例：2026 年検認：2007 年 4 月 1 日までに生まれた方） 

※4 月 2 日以降に認定された方など一部対象外があります。 

 

＜確認内容＞ ※前年と当年の 2 年間を確認 

前年の年収が扶養の範囲内か（収入証明書で確認） 

当年の収入見込みが扶養の範囲内か（契約書、給与明細などで試算） 

（例：パート勤務の配偶者） 

月収（3 カ月平均）が 108,333 円（130 万円÷12 カ月）を継続して超えた場合、当年は扶養

範囲を超えると判断し、その超えた月から扶養を外す場合があります。 

 

＜事前準備＞ 

１．前年年収確認 

 源泉徴収票などで、前年の年収が扶養の範囲内か確認します。 

範囲を超えていた場合は、当年１月 1 日付で身上異動手続き（扶養を外す）を実施 ☜すぐに 

(遡って扶養から外した場合、その間保険診療でアコム健康保険組合が支払っていた医療費や、

健康診断費用等をご返金いただきます。思わぬ負担となりますので、ご注意ください ) 

 

 

 



 

２．必要書類保管・準備 

全共通で通帳コピー不可（必要事項が確認できないため） 

就労状況等により提出書類は追加となる場合有り 

・パート・アルバイトの場合： 

〇直近 3 カ月分給与明細写し （6、7、8 月分など。給与支払者、被保険者名、支給年月必須） 

・WEB 明細の印刷可、写真不可 

・単発バイトは今年働いた分すべて（給与明細や源泉徴収票等。タイミー等でも必要） 

・給与明細発行不可の場合は給与見込額証明書（健保ＨＰひな型有）を勤務先に依頼 

  〇当年退職した場合は退職日がわかる書類（退職証明書、源泉徴収票等） 

・自営業の場合: 

〇前年の収入がわかるもの（確定申告書および収支内訳書写） 

〇今年の収入がわかるもの（契約書や明細書写等あるもの全て） 

・別居の場合（社命による単身赴任者除く）: 

〇仕送り 6 カ月分の明細（送金控え原本等） 

〇学生は学費の領収書または賃貸借契約書写と家賃送金控え 6 カ月分でも可 

（例：4 月～9 月学費を 3 月に被保険者⇒学校宛に銀行振込した振込明細票原本等） 

・留学の場合: 

〇留学がわかるもの（申込書、留学費用送金明細等） 

・ワーキングホリデーの場合: 

〇制度内容と利用がわかるもの（申込書等） 

〇海外での直近 3 カ月分給与明細写し（和訳添付） 

〇仕送り 6 カ月明細（Wise 海外送金明細等） 

 

３．就職時の手続き 

就職後、速やかに身上異動手続き（扶養から外す）を実施 

  （遅くとも通達発信までに手続きを完了させてください。遅延した場合、例えば 4 月就職の

場合でも前年と 1～3 月について検認を実施することとなります。） 

 

＜お問い合わせ先＞ 

▶検認について     ： アコム健康保険組合  03-6852-0022 

▶身上異動手続きについて : 各事業所ご担当者へお問い合わせください。 


